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１．運用概要
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建設キャリアアップシステム利用手順（マニュアルの紹介）

○ 建設キャリアアップシステムのホームページ「各種資料」の から入手します。

＜現場運用マニュアル 全9章の構成＞
第1章 はじめに
第2章 下請事業者の現場運用にあたっての準備
第3章 組織体制と管理者の設定
第4章 元請事業者の現場・契約情報の登録
第5章 元請事業者と下請事業者の施工体制の登録
第6章 元請事業者の現場の準備

ポスターA（現場名、現場ID記入欄あり）
ポスターB（カードリーダータッチイメージ１）
ポスターC（カードリーダータッチイメージ２）
※ポスターはそれぞれ、A3、A2、B2の3サイズ

第7章 就業履歴の登録と承認
第8章 情報の閲覧と出力帳票について
第9章 登録料と利用料

元請 元請 元請・下請下請 元請 元請・下請 4



建設キャリアアップシステム利用手順（全体フロー）
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元請事業者

○管理体制の設定
組織情報の登録や管理者の設定

○現場・契約情報の登録
現場名、工事内容の登録

○施工体制の登録
下請事業者の施工体制の登録

〇建設キャリアアップシステムの元請事業者と下請事業者の現場運用における利用手順を説明します。
各項目の は、現場運用マニュアルの「章」となります。

下請事業者

○所属技能者の関連付け
○管理体制の設定

○施工体制への技能者や下請事業者の登録
作業員名簿の登録

（技能者の現場での立場、作業内容等）

○就業履歴の登録
下請事業者の就業履歴の登録

事前準備 3
3
2

４

５ ５

現場運用 ○現場の準備
機器・機材、カードリーダーの設置等

６

○就業履歴の登録
元請事業者の就業履歴の承認 ７ ７

○現場管理に関する情報の確認
情報の閲覧や帳票の出力 ８ ○現場管理に関する情報の確認

情報の閲覧や帳票の出力 ８

利用料金 ○元請事業者と下請事業者の利用料金 ９



〇システムを操作するためには、管理者ＩＤが必要です。事業者登録完了後、登録責任者宛に事業責任者ＩＤが通知されます。
〇支店や部署毎にシステムを利用することも可能です。この場合、組織情報の登録を行い、組織ごとに管理者IDを設定する必要があり
ます。管理者IDは1つのID毎に利用料金（11,400円／年）が発生します。
〇小規模な事業者で１つの管理者IDでシステムを利用する場合、組織情報登録は不要です。

組織情報の登録（現場運用マニュアル第3章）

＜ご注意＞
○管理者ＩＤは１つのＩＤ毎に料金（11,400円）
が発生します。

○同じ管理者ＩＤを使って同時にシステムへログインす
ることはできません。

１ＩＤ⇒11,400円

小規模会社は第１階層までを想定

中規模会社は第２階層までを想定

大規模会社は第３階層までを想定

組織情報登録イメージ
組織情報登録の考え方

※組織情報は第三階層まで登録できます。
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○小規模会社や本店が各現場の情報を直接管理する
場合は、第一階層のみで、第二階層以下を設定する
必要はありません。

○中規模会社などで支店毎に各現場の情報を直接管理
する場合は、第二階層を設定してください。

○大規模会社などで支店の下に部門や部署毎に各現場
の情報を直接管理する場合は、第三階層を設定してく
ださい。



元請事業者・下請事業者のIDについて

元請の事業者責任者は「組織管理～代行申請」全ての操作が可能
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〇システムを操作するためにはIDが必要です。元請事業者・下請事業者のそれぞれのIDは次のとおりです。

○事業者責任者ID
登録時に付与される登録責任者IDも事
業者責任者ＩＤの権限があります
事業者責任者ＩＤは組織の一番上位の
権限です
事業責任者IDを追加することもできます

○第一～第三階層管理者ID
設定された組織毎の管理者IDです
元請事業者のみ、工事情報（現場・
契約情報）の登録ができます

○現場管理者ID
現場を管理する管理者で、元請事業者
のみ設定ができます
IDの利用料金は無料です
下請事業者は現場管理者を設定するこ
とはできません

○代行登録担当者ID
事業者や技能者の代行申請を行うことに
特化したIDです（当分IDの利用料金は
無料です）

各IDの概要



元請による現場・契約情報の登録（現場運用マニュアル第4章）

登録する情報は次の「現場情報」、「契約情報」、「工事情報」の３種類です
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○現場・契約情報登録の方法は3 パターンあります。
「パターン1」・・・一つ一つの現場（工事、邸）別で登録
「パターン2」・・・複数の現場をまとめて登録（複数の契約・工事情報の登録あり）
「パターン3」・・・複数の現場をまとめて登録（複数の契約・工事情報の登録なし）

※工期の短いリフォーム工事、住宅工事等では、「パターン３」により、１つのエリアや１つの支店など
で登録することもできます。

現場情報
（必ず登録）

現場名、組織情報、現場連絡先、現場事務所（住所、電話番号など）、
現場管理者、就業履歴蓄積期間、発注区分、有害物質の取り扱いの有無

契約情報
（必要に応じて登録）

契約工事名称、施工場所（住所、電話番号など）、発注者名、受注形態、
請負金額、契約工期、労働保険番号

工事情報
（必要に応じて登録）

工事区分（建築・住宅工事、土木工事、電気・空調衛生・その他工事）
コリンズ登録、建築確認番号、工事内容、
工事概要・特殊条件などの自由記入

※項目毎で表示・非表示を選択できますが、 「現場ＩＤ」、「現場名」、「発注区分」、
「有害物質の取り扱いの有無」の４項目は必ず表示されます。

○元請事業者は各現場毎に「現場・契約情報」を登録します。



施工体制の登録（元請および下請）（現場運用マニュアル第5章）

○元請事業者が「現場・契約情報」を登録した後、元請事業者と下請事業者は協力して施工体制情報を登録します。
※施工体制は、工事途中でも更新可能です。
○施工体制の登録後、作業員名簿を登録し、併せて技能者の詳細な情報（立場や作業内容）を登録します。
※立場や作業内容を登録しない場合、技能者の就業履歴が不完全な情報として蓄積されます。建設技能者の能力評価制度では、
職⾧や班⾧という立場で現場に従事したことをレベルアップの要件としており、詳細な情報が登録されないことによって、レベルアップが
できなくなります。

○未登録事業者を含む場合、直上位の事業者が未登録事業者及び未登録事業者直下位の事業者を登録します。

【重要】
一人でもカードを有していれば施工体制を組
み、作業員名簿に登録できます。
一日でも早く、一人でも多くの就業履歴が蓄
積できるようご協力ください。
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事業者による作業員名簿への技能者登録（現場運用マニュアル第5章）
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○施工体制に登録した事業者は作業員名簿に技能者を登録します。
〇登録の際に、就業内容（職種や立場など）を追加登録します。

◎登録する情報

登録者
①技能者の所属する事業者が登録
②代理手続き事業者が登録

※代理手続きによる登録のためには、事業者間合意等が必要です

登録方法 ①作業員を個別に登録する
②作業員名簿パターンを登録［適用］する

就業内容

職種 技能者が登録している職種からプルダウンして選択
（とび工、鉄筋工等）

作業内容 自由記入

立場 プルダウンして項目から選択（職⾧、班⾧等）

有害物質の
取り扱い

チェックボックスの項目から選択（石綿に関する作業、
粉じんに関する作業等）および「その他」を選択して
の自由記入

特殊健康診断 プルダウンして項目から選択（有機溶剤、鉛、石綿
等）

作業内容などに
必要な保有資格

プルダウンし
て項目選択

技能者が登録している資格からプルダウンして選択
（技能士、資格・免許、技能講習等）

職種には大分類と小分類があります。プルダウンから
検索するか、コード表もご利用ください。以下は普通
作業員の例です。



元請によるカードリーダーなどの手配（現場運用マニュアル第6章）

○現場に設置する機器類（パソコンやカードリーダ等）やインターネット環境は元請事業者が準備します。
○就業履歴を蓄積するための就業履歴登録アプリ（建レコ）を事前にインストールします。
※アプリ「建レコ」は、ホームページから無料でダウンロードできます。

○インターネット環境が用意できない現場では、就業履歴を事後に直接システムへ登録することもできます。
※直接入力された就業履歴を登録する際は元請事業者の承認が必要となります。

【用意する機器・環境について】
技能者の就業履歴を蓄積するためには、以下の①②③の機器・環境
と、就業履歴登録アプリ「建レコ」が必要

現場設置イメージ

現場内での周知啓蒙用
ポスターはホームページの
『現場運用マニュアル』の
ページからダウンロード

Windowsパソコン
とカードリーダを設置
した例

iPadとカードリーダを
ブルートゥース接続し、
設置した

iPhoneとカードリーダ
をブルートゥース接続し、
設置した例
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建レコを利用した就業履歴の登録方法（現場運用マニュアル第7章）

建レコの利用イメージ

○現場管理者IDまたは管理者IDで建レコにログインします。
○管理現場一覧に当該現場管理者が担当者として設定された現場が表示されます。
○就業履歴を蓄積する現場を選択し、就業履歴を登録します。

入退場を時刻を記録する方法

就業履歴のみ記録する方法

読み込み時の画面
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２．情報の閲覧と出力帳票詳細

13



事業者・技能者のポータル画面の構成

○事業者ポータル画面と技能者ポータル画面は、システムに登録した各種情報が表示されます。
メニュー・情報の登録、登録した情報の閲覧などの各機能を操作するためのメニュー

・ログインする立場（事業責任者、組織階層管理者、現場管理者）によってメニュー構成が変更
通知欄 ・合意要請、登録完了通知などが表示

＜事業者ポータル画面＞ ＜技能者ポータル画面＞
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技能者情報画面（閲覧・出力できる者:技能者、所属事業者。なお、元請・上位下請事業者は事業者間合意のある場合のみ）

技能者の「ログインID」と「パスワード」を入
力して、ログイン
本人の情報や就業履歴、社会保険、保有資格等の
情報が閲覧できます

⇒主なチェックポイント
2

１級左官作業技能士

登録左官基幹技能者

金

100

110

40歳
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事業者情報画面
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事業者の「ログインID」と「パスワード」を入力して、ログ
イン
会社情報や社会保険等の加入状況、雇用技能者、自社元請現
場の就業履歴等の情報が閲覧できます

⇒主なチェックポイント



○システムに登録された各種情報について、次の閲覧画面でチェックしたり、帳票の出力が可能です。
これにより、技能者は、仕事の「記録」や保有資格で実力を客観的に証明できます。専門工事企業は、元請事業者や住宅購入者
等に「施工能力」をアピールできます。元請事業者は、社会保険・資格の確認、建退共事務等で事務の省力化が可能になります。

情報の閲覧と出力帳票について （現場運用マニュアル第8章）
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帳票ＮＯ 閲覧画面・安全書類名 閲覧・出力できる者 閲覧画面 CSV ｴｸｾﾙ帳票

1-1 技能者情報 技能者、所属（過去の所属事業者以外）、
● ● ●

1-2 所属技能者一覧 所属 ● ● ●

1-3 所属技能者統計情報 技能者、所属、元請、上位下請 ● ● ●

1-4 施工体制登録技能者一覧 技能者（本人のみ）、所属、元請、上位下請 ● ● ●

2-1 就業履歴（月別計） 技能者（本人のみ）、所属、元請、上位下請 ● ● ●

2-2 就業履歴一覧（月別集約） 所属、元請、上位下請 ● ● ●

2-3 就業履歴（月別カレンダー） 技能者（本人のみ）、所属、元請、下請、上位下請 ● ● ●

2-4 就業履歴一覧（月別カレンダー） 所属、元請、上位下請 ● ● ●

3-1 事業者情報 技能者、所属、元請、上位下請 ● ● ●

3-2 下位事業者一覧 元請、上位下請 ● ● ●

3-3 施工体制登録事業者一覧 技能者（自社のみ）、元請、上位下請 ● ● ●

4-1 現場・契約情報 技能者（元請の公開設定項目のみ）、元請、
上位下請（元請の公開設定項目のみ）

● ● ●

4-2 自社に関する現場一覧 元請、上位下請（元請の公開設定項目のみ） ● ● ●

AZ1 施工体制台帳 元請、一次下請 ●

AZ2 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
元請、施工体系図にある事業者（自身の枝のみ）

●

AZ3 施工体制台帳（工事担当技術者）
元請、施工体系図にある事業者（自身の枝のみ）

●

AZ4 下請負業者編成表 元請、施工体系図にある事業者（自身の枝のみ） ●

AZ5 再下請負通知書（変更届） 元請、当該下請（上位は自身の下位のみ） ●

AZ6-a 作業員名簿 元請、当該下請（上位は自身の下位のみ） ●

AZ6-b 作業員名簿（社会保険加入状況について組込版）
元請、当該下請（上位は自身の下位のみ）

●

AZ7 社会保険加入状況 元請、当該下請（上位は自身の下位のみ） ●

〇 元請事業者、上位下請事業者が閲覧・
出力可能な情報は、施工体制の下にある
事業者の情報と技能者の情報です。



施工体制登録事業者一覧・施工体制登録技能者一覧
★稼働中の現場に限り、「元請事業者」、「上位下請事業者」などが現場に関する各種情報を閲覧可能です。
紙ベースの作業をシステム画面上での作業に切り替えることができ、現場管理が省力化できます。

★閲覧画面で閲覧できる「技能者情報」
技能者ID、技能者名、技能者名フリガナ、職種、立場、作業内容、有害物質の取り扱
い・従事有無、雇用年月日、生年月日、年齢、現住所（住所、電話番号）、緊急連
絡先（住所、電話番号）、健康診断受診状況、血液型、社会保険加入状況、作業
内容等に必要な保有資格

施工体制登録事業者一覧（閲覧・出力できる者：技能者（自社のみ）、元請事業者、上位下請事業者）

施工体制登録技能者一覧（閲覧・出力できる者：技能者（本人のみ）、所属事業者、元請事業者、上位下請事業者）

（「閲覧」→「施工体制登録情報」→「検索」→「現場選択」→「施工体制登録事業者」）
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就業履歴一覧月別集約（閲覧・出力できる者:所属事業者、元請事業者、上位下請事業者）

○所属事業者から見た「就業履歴一覧月別集約」 （所属事業者:「閲覧」→「自社に関する現場・就業履歴」→「現場の選択」
→「月別集約」）

※現場情報、就業履歴（就業履歴数、就業内容（職種・立場など）、保有資格などが確認できます（元請や上位下請からは施工体制の下に
ある情報のみ）。技能者の仕事の「記録」が集計で蓄積されるとともに、経営者は出面の確認が容易になります。

※保有資格が確認でき、無資
格作業を防止できます。
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〇〇

〇〇

玉掛け



就業履歴一覧月別カレンダー（閲覧・出力できる者:所属事業者、元請事業者、上位下請事業者）

○所属事業者から見た「就業履歴一覧月別カレンダー」（「閲覧」→「自社に関する現場・就業履歴」→「現場の選択」
→「月別カレンダー」）

※同一現場における各技能者の就業履歴一覧の表示例です（元請や上位下請からは施工体制の下にある情報のみ） 。
専門工事企業にとって所属技能者の出面管理が容易になります。
各技能者を施工体制・作業員名簿に登録しないと、能力評価のレベルアップに必要な職種、立場等が記録されないので注意が必要です。

※作業員名簿に登録が
されなければ空白となります。

20
就業履歴蓄積方法

※作業員名簿に登録が
されなければ空白となります。



所属技能者統計情報（閲覧・出力できる者:技能者、所属事業者、元請事業者、上位下請事業者）

○事業者から見た「所属技能者統計情報」
（「閲覧」→「事業者の検索」→「事業者情報」→「所属技能者統計情報」）
※専門工事企業における所属技能者数、所属技能者の技能レベル・保有資格ごとの人数・割合、退職金共済制度への加入人数・
割合が表示されます。専門工事企業は、自社の技能者の情報の集計をもとに「施工能力」を証明できます。
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現場・契約情報（閲覧・出力できる者:
技能者（元請の公開設定項目のみ）、元請事業者、上位下請事業者（元請の公開設定項目のみ））

○元請事業者から見た「現場・契約情報」
（「閲覧」→「自社に関する現場・就業履歴」→「現場の選択」→「現場・契約」）

※現場ＩＤ、現場名、施工場所、就業履歴蓄積期間、発注区分、現場担当者、有害物質の取扱い有無、現場で登録された就業
履歴数などが一覧で確認できます。元請事業者による現場管理に必要な情報が一覧で記録されていますので、現場管理を効
率的にできます。現場での就業履歴数から、建退共との連携に関する情報も得られます。

22



就業履歴月別カレンダー（閲覧・出力できる者:技能者（本人のみ）、所属事業者、元請事業者、上位下請事業者）

○技能者本人から見た「就業履歴月別カレンダー」
（技能者本人:「閲覧」→「就業履歴」→「就業期間の選択」→「月別カレンダー」）

※就業日、事業者、現場名、就業履歴（職種、立場等）、登録方法・状況、建退共加入状況などが確認できます（元請や上位下請
からは施工体制の下にある情報のみ） 。技能者の仕事の「記録」が自動的に蓄積されます。経営者は出面の確認が容易になり
ます。

23

職種・立場の確認をしてくださ
い。



○ 建設キャリアアップシステムの活用により、システムに登録された情報が反映された施工体制台帳を出力することが可能です。
○ システムに登録した情報が自動反映され、施工体制台帳の作成の手間やミスを削減する効果が期待されます。
（ 「安全書類」→「施工体制台帳」→現場ＩＤ入力→一次下請事業者選択→帳票出力→ダウンロード→保存・開く）

◎システムへの施工体制の登録が必要です。

施工体制台帳（出力できる者：元請事業者、一次下請事業者）

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反
映される項目

24

(注)現場・契約情報の契約情報の内容が反映されます。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。



○ 建設キャリアアップシステムの活用により、システムに登録された情報が反映された再下請負通知書（変更届）を出力することが可能です。
○ システムに登録した情報が自動反映され、再下請負通知書（変更届）の作成の手間やミスを削減する効果が期待されます。
（ 「安全書類」→「再下請負通知書（変更届）」→現場ＩＤ入力→報告事業者選択→再下請業者選択→帳票出力→ダウンロード
→保存・開く）

再下請負通知書（変更届）（出力できる者：元請事業者、当該下請事業者）

25

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反映さ
れる項目

※印の項目：元請が出力した場合は出力対象外

◎システムへの施工体制の登録が必要です。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。

(注)施工体制登録の工事名・工事内容が反映されます。



作業員名簿（社会保険加入状況について組込版）（出力できる者：元請事業者、当該下請事業者）

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反映される項目

※印の項目：元請が出力した場合は出力対象外

◎システムへの施工体制の登録が必要です。

○ 建設キャリアアップシステムの活用により、システムに登録された情報が反映された作業員名簿を出力することが可能です。
○ システムに登録した情報が自動反映され、作業員名簿の作成の手間やミスを削減する効果が期待されます。
（ 「安全書類」→「作業員名簿（社会保険加入状況について組込版）」→現場ＩＤ入力→所属事業者の事業者ＩＤ入力→帳票出力→
ダウンロード→保存・開く）

26

※



３．運用詳細
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事前確認:事業者と所属技能者の登録 （現場運用マニュアル第2章）

○事業者は所属する技能者が正しく登録されているか、事前に確認してください。
※正しく登録されていないと作業員名簿を登録する際、技能者が表示されません。

○具体的な変更申請の方法は、「現場運用マニュアル第２章」を参照してください。

所属事業者が確認するメニュー 【510閲覧→30技能者の検索】

技能者が確認するメニュー 【310閲覧→30所属事業者情報】

【重要】
所属事業者ＩＤ欄が空白の場合、
たとえ所属事業者名欄に会社名が表示されていても、
関連づけが設定されていません。

28

【重要】
技能者登録済みで技能者一覧に表示されない場合は
関連づけが設定されていません。



29

所属事業者による技能者の変更代行申請のつくり方 ①

〇技能者情報に変更があった場合、技能者自らが変更申請する方法と所属事業者が代わりに変更
申請する方法があります。ここでは、所属事業者による変更代行申請の方法を説明します。

①所属事業者から技能者へ同意依頼
②技能者の同意
③所属事業者が代行変更申請

以上の流れで進みます。

1

➀ＩＤとパスワードを入力し、ログインをクリック
します。

②「710_代行申請メニュー」
をクリックします。

③「30_技能者の変更代行申請
同意依頼」をクリックします。

3

2

29



30

所属事業者による技能者の変更代行申請のつくり方 ②

○所属事業者による技能者の変更申請のつくり方

4

④代行同意登録ボタンを
押します。

5

7

10

⑤技能者ＩＤを入力し、検索ボタンを押します。
⑥変更したい内容にレ点チェックを入れます。
⑦要請ボタンを押します。

⑧⑨「はい」ボタンを
押します。
⑩同意一覧の状況が
『依頼中』に変わりま
した。

6

8 9

【重要】
技能者へ連絡し、同意
するよう促します。
次ページで同意の方法
を説明します。

30



3131

所属事業者による技能者の変更代行申請のつくり方 ③

○技能者による同意方法（①から⑦まで順番に進みます）

1

4

④確認の上、同意ボタンを
押します。

3

②「370_代行申請」メニューを
クリックします。
続けて、「10_変更申請の同意
確認」メニューを押します。

③確認ボタンを押します。

2

5 6

7

⑤⑥「はい」ボタンを押します。

技能者IDで
ログインします。

⑦要請を受けている同意依頼が無くなったことを確認します。
以上で技能者による同意作業が完了しました。



32

【参考:同意の確認方法】
事業者IDでログインします。
「710_代行申請メニュー」を押し、「30_技能者の
変更代行申請同意メニュー」を押します。
状況欄の『同意済み』にレ点チェックを入れ、検索
ボタンを押します。
同意を依頼した技能者の状況が『同意済み』に変わ
っていることが確認できます。

32

所属事業者による技能者の変更代行申請のつくり方 ④

○所属事業者による技能者の変更申請のつくり方

3

2

1

4

5

41

3

2

1

①「710_代行申請」メニューを押します。
②「31_技能者の変更代行」メニューを押

します。
③技能者ＩＤを入力します。
④検索ボタンを押します。
⑤変更したい箇所の「えんぴつボタン」を
押します。

6

7

8

9

10

⑥明細登録を押します。⑦事業者選択ボタンを
押します。⑧事業者ＩＤまたは事業者名を入力
し検索します。⑨事業者行をクリックして青反
転させ設定を押します。⑩必須事項を入力し設
定を押します。⑪主たる所属事業者を選択しま
す。この時主たる所属事業者を変更しているの
で、⑫次項を押し、社会保険等の証明書を再添
付する。⑬内容確認へ⑭黄色反転の変更事項を
確認し⑮申請ボタンを押します。
以上で完了です。
なお、顔写真の変更はできません。顔写真はカ
ード更新の際、変更します。

11

13
14

15

12



システムに就業履歴を直接入力する方法（現場運用マニュアル第7章）

○技能者本人による就業履歴の建設キャリア
アップシステムへの直接入力

○技能者が所属する事業者による就業履歴の
建設キャリアアップシステムへの直接入力

4533



34

所属事業者による就業履歴直接入力のつくり方 ①

○技能者が建設キャリアアップカードを忘れた場合など、後からシステムに直接入力することで就業履歴を蓄積す
ることができます。
ここでは、技能者本人ではなく、所属する事業者の方が代行して入力する操作方法を説明します。
ただし、現場で働いた日の翌月末までしか入力できませんので、ご注意ください。

1

➀ＩＤとパスワードを入力し、ログインをクリックします。
事業者責任者または階層管理者のＩＤが操作可能です。

⓶「710_代行申請メニュー」
をクリックします。
③「70_就業履歴入力代行（個
別登録）」をクリックします。

3

2

34
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就業履歴直接入力のつくり方 ②

④自社が施工体制に登録されてい
る現場にレ点チェックを入れます
。
⑤現場ＩＤまたは現場名を入力す
ると検索しやすくなります。

9

⑥就業履歴蓄積期間をカレンダー
ボタンを押し、入力します。
入力できる日は前月初日から入力
する当日まで可能です。
⑦検索ボタンを押します。

6

4

5

7

8

10

11

12

⑧検索結果が表示されます。現場
を選択します。（青色に反転）
⑨設定ボタンを押します。

⑩検索ボタンを押します。
⑪技能者一覧が表示されるので、
該当する技能者を選択します。
（青色に反転）

⑩設定ボタンを押します。



36

所属事業者による就業履歴直接入力のつくり方 ③

13

15

⑮立場をプルダウンメニューか
ら選択します。
⑯職種を選択ボタンから入力し
ます。

16

17

18

19

20

14

⑱検索ボタンを押します。

⑲小分類を選択します。（青色
に反転します）
⑳設定ボタンを押します。

⑰大分類をプルダウンメニュー
から選択します。
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37

所属事業者による就業履歴直接入力のつくり方 ④

21

22

一
部
省
略

一
部
省
略

一部省略

23

24

25

㉑就業した年と月をプルダウ
ンメニューから選択します。
㉒設定ボタンを押します。

㉓編集ボタンを押します。
※右端にスクロールすると表
示されます。

㉔入場時間と退場時間をプルダウ
ンメニューから設定します。

㉕設定ボタンを押します。

【参考】
元請事業者が承認しやすいよう入力します。

このように入力カレンダーが表示されます。

37
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所属事業者による就業履歴直接入力のつくり方 ⑤

26

27

28

一部省略

29

㉖入力した日が黄色に表示され
ます。

㉗登録ボタンを押します。

【補足】
例えば、午前に「Ｚプロ建設工事」に従事し、午後か
ら「Ａプロ建設工事」に従事した場合、『追加』ボタ
ンを押すことによって、入力することができます。

12/3
8:00から12:00まで、
Ｚプロ建設工事に職⾧
で特殊作業員として従
事し、
13:00から17:00まで
Ａプロ建設工事に普通
作業員として従事した
例

【参考】メールを配信する場合、
レ点チェックを入れます。 ㉘はいボタンを押します。

㉙はいボタンを押します。
これで登録が完了しました。
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元請事業者による就業履歴直接入力の承認方法

2

3

5

一部省略

1

4

6 7 8

①「30_承認・確認」メニュ
ーを押します。 ②承認対象欄の『元請事業者

承認分』に、状況欄の『未承
認』にラジオボタンを入れま
す。

③検索ボタンを押します。

④就業履歴ボタンを押します。

⑥承認ボタンを押します。

⑤該当する行にレ点チェック
を入れます。 承認に変わりました。

成功です。



40

上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順①
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順②
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順③
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順④
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順⑤
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順⑥
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順⑦
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順⑧
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上位事業者が下位事業者の技能者を作業員名簿へ登録する手順⑨


